
上
代
紀
年
に

関
す
る
新
研
究

笠

井

倭

人

　
【
要
約
】
　
日
本
書
紀
の
歴
代
天
皇
紀
申
、
そ
の
上
代
の
部
分
に
は
、
全
く
記
事
を
有
し
な
い
空
白
の
年
次
が
非
常
に
多
い
。
い
ま
こ
れ
ら
の
空
白
年
次
を

除
外
し
て
計
算
す
る
と
、
そ
の
結
果
は
治
世
年
数
に
関
し
記
註
無
能
干
支
と
極
め
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
方
法
を
基
礎

に
し
て
考
究
し
て
行
く
と
、
最
も
真
に
近
い
歴
代
天
皇
の
年
紀
が
得
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
御
肇
国
天
皇
と
称
さ
れ
た
崇
神
天
皇
の
即
位
元
年
を
、
西
歴
三

〇
一
年
の
辛
酉
の
年
に
当
て
た
史
料
の
存
在
が
明
か
と
な
る
。

　
本
研
究
の
着
眼
点
は
以
上
の
よ
う
に
簡
単
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
が
算
出
の
過
程
に
は
種
々
の
困
難
な
問
題
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
て
、
極
め
て
複
雑
な

操
作
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
複
雑
な
操
作
を
敢
え
て
し
て
、
上
代
紀
年
の
復
元
再
構
成
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
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一
　
序

説

　
書
紀
紀
年
に
多
く
の
信
じ
難
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
既
に
新
井
白
石
・
本
居
宣
長
等
の
江
戸
時
代
の
学
考
も
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
指
摘
し
て
い
る
が
、
明
治
蒔
代
に
入
っ
て
は
、
那
珂
通
世
。
菅
政

◎友
等
が
そ
の
不
合
理
を
追
究
す
る
と
共
に
、
更
に
進
ん
で
そ
の
訂
正

案
を
提
出
し
た
の
で
、
口
本
紀
年
再
構
成
の
問
題
は
頓
に
活
濃
化
し

　
　
　
　
上
代
紀
年
に
関
す
る
新
研
、
究
（
笠
井
）

た
。
・
い
ま
こ
れ
に
参
与
し
た
主
な
学
者
を
挙
げ
て
見
て
も
、
吉
田
東

③
　
　
　
　
④

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
⑥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

伍
。
星
野
恒
・
原
勝
郎
。
太
田
亮
・
幡
太
・
増
吉
等
々
そ
の
数
実
に
多

き
を
算
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
諸
先
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
年
紀
考
証
の
過
程
を
検
討
し
て
み
る
と
き
、
外
国
史
料
と
の
比
較

考
証
の
面
に
お
い
て
は
、
い
よ
い
よ
精
緻
を
加
え
た
と
は
い
え
、
そ

の
基
本
的
な
操
作
は
、
畢
寛
明
治
の
初
年
に
発
表
さ
れ
た
那
珂
博
士

の
『
上
世
年
紀
考
』
を
墓
礎
と
し
て
、
そ
れ
を
修
正
増
補
し
た
程
度

二
五



　
　
　
　
上
代
紀
年
に
関
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
し
か
も
そ
れ
ら
の
諸
研
究
も
、
今
日

方
法
論
的
に
か
え
り
み
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
吾
人
を
納
得
せ
し

め
る
に
足
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
最
近
に
末
松
保
和
ニ
ニ
晶
彰

⑨
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
⑩

英
・
丸
山
二
郎
・
森
清
人
等
の
諸
氏
が
、
こ
ぞ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
通
り
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
ら
諸
氏
の
鋭
い
批
判
は
、
既
往
の
諸
説

を
土
台
か
ら
揺
が
す
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
研
究
は
一
応
行
き
詰
っ

た
状
態
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
い
ま
や
紀
年
論
は
、
何
等
か
の
新

し
い
方
法
の
上
に
立
っ
て
再
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
期
に
到
達
し

て
い
る
こ
と
が
痛
感
せ
ら
れ
る
の
ぞ
あ
る
。
そ
こ
ぞ
私
は
、
従
来
の

学
者
が
試
み
た
方
法
か
ら
離
れ
、
全
く
新
し
い
操
作
に
よ
っ
て
安
閑

天
皇
か
ら
醐
っ
て
崇
神
天
皇
に
至
る
ま
で
の
書
紀
紀
年
の
訂
正
再
構

成
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
意
外
に
も
種
々
の
重
要

な
新
事
実
を
発
見
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
凡
そ
我
が
三
更
の
研
究
中
、
上
代
紀
年
の
問
題
の
如
き
は
、
そ
の

最
竜
困
難
な
る
竜
の
で
あ
っ
て
、
明
治
以
来
の
碩
学
に
よ
っ
て
成
さ

れ
た
劃
期
的
な
論
考
も
、
畢
寛
一
種
の
仮
説
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
私
の
研
究
も
ま
た
な
お
試
論
の
域
を
脱
し
な
い
の
ぞ
あ
る
が
、

と
も
か
く
も
従
来
の
諸
家
の
執
っ
た
研
究
と
は
全
く
別
箇
の
行
き
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

に
よ
っ
て
、
こ
の
研
究
に
一
つ
の
薪
し
い
局
面
を
開
き
得
た
と
信
ず

る
の
で
、
こ
こ
に
こ
れ
を
発
表
し
て
学
界
の
批
正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ

る
。　

な
ほ
本
論
を
草
す
る
に
当
り
、
梅
原
末
治
・
三
品
彰
英
・
小
林
行

雄
の
諸
先
生
よ
り
懇
切
な
指
導
を
頂
き
、
特
に
小
林
先
生
よ
り
は
、

終
始
格
別
の
示
教
と
激
励
と
を
賜
っ
た
。
最
初
に
記
し
て
感
謝
の
意

を
表
す
る
。二

　
紀
年
再
構
成
の
基
本
的
操
作

　
い
ま
書
紀
を
検
す
る
と
、
天
皇
歴
代
の
記
載
中
、
全
く
記
事
の
無

い
年
次
が
極
め
て
多
い
。
例
え
ば
、
崇
神
天
皇
の
在
位
年
数
は
六
八

年
で
あ
る
が
、
そ
の
中
記
事
の
あ
る
年
数
は
僅
か
に
一
七
年
に
す
ぎ

な
い
。
ま
た
仁
徳
天
皇
の
場
合
に
し
て
も
、
そ
の
八
七
年
闇
の
在
位

中
、
記
事
の
あ
る
年
…
数
は
一
一
九
年
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
空
白
の

存
在
こ
そ
、
ま
さ
に
紀
年
延
長
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
こ
の
空
白
を
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
延
長
以
前
の
紀
年
が
復
元

し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
の
研
究
は
ま
ず
こ
の
推
定
か
ら
禺

発
す
る
。
し
か
も
こ
の
推
定
が
軽
視
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
ζ
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と
は
、
そ
の
結
果
す
る
所
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
笙
白
を
除
い
た
書
紀
の
姿
、
即
ち
紀
年
延
長
以
前
の
書
紀
の
溶
血
ハ

と
推
定
さ
れ
る
も
の
を
、
以
下
便
宜
上
『
原
書
紀
』
と
呼
ぶ
こ
と
と

す
る
。　

中
国
の
史
籍
を
見
て
も
、
漢
書
・
後
漢
書
・
魏
志
等
々
、
そ
の
帝
王
本

紀
は
元
年
か
ら
崩
年
に
至
る
ま
で
連
年
必
ず
何
等
か
の
記
事
が
あ
る
。
史

寵
の
如
き
は
太
古
の
歴
史
で
あ
る
か
ら
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
が
、
そ
れ

で
も
始
皇
本
紀
以
後
に
お
い
て
は
、
空
白
の
年
と
い
う
も
の
は
な
い
。
帝

王
本
紀
に
毎
年
必
ず
記
事
が
あ
る
の
は
、
芸
園
貫
籍
の
原
則
と
い
っ
て
よ

い
。
さ
れ
ば
我
が
国
に
お
け
る
国
史
の
編
纂
が
自
国
の
史
籍
を
模
範
と
し

た
以
上
、
連
年
記
載
の
体
裁
を
取
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
定
に
難
く
な

い
。
か
く
し
て
成
立
し
た
も
の
が
私
の
い
わ
ゆ
る
原
霞
紀
で
あ
る
。
い
ま

み
る
書
紀
に
空
白
の
年
が
多
い
の
は
、
第
コ
次
的
な
体
裁
で
あ
り
、
紀
年

延
長
の
結
果
で
あ
る
と
見
る
の
は
、
必
し
も
独
断
と
し
て
退
け
る
こ
と
は

品
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
記
章
崩
年
干
支
一
以
下
記
註
干
支
と
賛
す
一
か
ら
天
皇

の
治
世
年
数
を
計
算
す
る
場
合
、
従
来
の
学
者
は
す
べ
て
翌
年
称
元

法
に
よ
っ
て
算
出
し
て
い
る
が
、
治
世
年
数
の
算
定
法
に
は
翌
年
称

　
　
　
　
　
上
代
紀
年
に
闘
す
る
新
研
究
（
笠
弁
）

元
法
と
と
も
に
…
践
詐
当
年
称
元
法
も
存
在
し
、
我
が
国
に
於
い
て
も

こ
の
二
つ
の
方
法
が
並
び
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
推
古
天
皇
の

治
世
年
数
に
関
し
て
、
書
紀
が
翌
年
竃
元
法
を
採
っ
て
い
る
に
反
し

古
事
記
が
当
年
称
元
法
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ

る
。
そ
こ
で
私
は
、
記
註
干
支
か
ら
治
世
年
数
を
算
定
す
る
場
合
、

そ
れ
が
当
年
称
元
法
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
操
作
を
進
め
る
。

　
な
お
空
白
年
次
を
除
き
、
年
次
を
集
約
す
る
場
合
、
書
紀
の
干
支

は
一
応
無
視
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
百
済
側
史
料
に
基
づ
い
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
記
事
の
干
支
は
、
引
く
ま
で
も
こ
れ
を
尊

重
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
以
上
一
二
つ
の
立
場
を
離
れ
て
私
の
紀
年
論
は
成
立
し
得
な
い
の
で

あ
る
が
、
こ
の
方
法
を
基
礎
に
し
て
五
壇
干
支
と
書
紀
干
支
と
が
一

致
し
て
い
る
安
開
天
皇
崩
年
以
前
か
ら
竃
神
天
皇
に
至
る
闇
の
年
紀

を
考
究
し
た
結
果
、
こ
こ
に
嘱
し
い
成
果
を
収
め
得
た
と
信
ず
る
の

ぞ
あ
る
。

　
さ
て
上
述
の
方
針
と
、
こ
れ
に
よ
る
操
作
の
結
果
に
基
づ
い
て
、

安
閑
天
皇
以
前
崇
神
天
皇
に
至
る
原
書
紀
。
記
註
干
支
及
び
書
紀
の

治
世
年
数
を
一
覧
表
に
作
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
竜
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上
代
紀
年
に
闘
す
る
漸
研
究

治
世
年
数
対
照
表

天
皇
名

崇
神
天
皇

垂
回
天
皇

景
回
天
平

成
聖
天
皇

尊
哀
天
皇

神
功
皇
后

尊
神
天
皇

（
空
　
位
）

仁
徳
天
皇

履
中
天
皇

反
正
天
皇

允
恭
天
皇

安
康
天
皇

雄
下
天
豊

清
寧
天
皇

顕
宗
天
皇

　　ニ　一　　二　ニー一　　二ニー原
三五三三四二六九二三七四七三二七書
年年年年年年年年年年年年年年年年紀

（
笠
井
）

記
註
干
支

L一一．．一一」

　四
　〇
　年

八
年

三
三
年
・

三
四
年

　
六
年

　
六
年

一
八
年

｝三

ｯ
　ノ

ー　一　曜　．一

　　二　四　　八　四六　六六九六墾：
葦活量葦奉葦葦葦季事事葦葺皐奉皇尊

仁
賢
天
皇

武
烈
天
皇

継
体
天
皇

（
空
　
位
）

安
閑
天
皇

二二六八九
年年年年年

N一
四
三
年

九
年

二
八

一
一
年

　
八
年

二
五
年

　
二
年

　
二
年

　
神
功
紀
三
九
年
・
四
〇
年
・
四
三
年
・
六
六
年
に
夫
々
書
志
・
晋
起
屡

注
の
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
神
功
皇
后
を
卑
弥
呼
に
比
定
す

る
た
め
、
特
に
皇
后
紀
を
設
定
し
た
際
に
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
除
い
た
。
象
た
継
体
紀
一
七
年
の
『
百
済
国
王
武
寧

麗
』
、
　
一
八
年
の
『
百
済
太
子
明
即
位
』
の
両
記
事
は
、
国
史
大
系
の
日

本
書
紀
（
明
治
三
十
年
版
）
及
び
岸
本
宗
道
・
大
宮
宗
司
校
訂
の
日
本
霧

紀
の
標
註
に
そ
れ
ぐ
古
本
に
記
載
さ
れ
ず
と
あ
る
の
で
省
い
た
。
ま
た

書
紀
に
は
、
成
務
天
皇
と
仲
哀
天
皇
と
の
間
に
一
年
間
の
空
位
を
設
け
て

い
る
が
、
記
事
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
と
き
、
何
等
そ
こ
に
空
位
の
存
在

し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
こ
れ
は
恐
ら
く
霞
紀
編
者
が
干
支
記
入
を
誤

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
一
年
は
取
り
上
げ
な
い
で
置
い
た
。

な
お
単
三
干
支
を
飲
除
し
て
い
る
所
は
、
す
べ
て
治
世
年
数
合
計
に
改
め

て
記
し
た
。
念
の
た
め
附
記
し
て
置
く
。

こ
の
表
に
よ
り
、
ま
ず
空
位
二
年
を
含
め
て
仲
哀
天
皇
か
ら
仁
徳
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天
皇
に
至
る
治
世
年
数
を
合
計
し
て
み
る
と
き
、
書
紀
の
二
〇
八
年

に
対
し
て
原
書
紀
は
七
五
年
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
記
註
干
支
の

治
世
年
数
合
計
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
座
中
天
皇
の
治
世
年
数

に
つ
い
て
両
者
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ

で
反
正
天
皇
の
治
世
年
数
で
あ
る
が
、
原
書
紀
の
二
年
に
対
し
て
記

註
干
支
で
は
六
年
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に
四
年
の
差
異
が
出
て

い
る
が
、
元
来
反
正
紀
の
記
載
は
簡
署
を
極
め
、
そ
の
元
年
と
末
年

の
み
に
記
事
が
み
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
帝
紀
的
な
要
素
に
す
ぎ
な

い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
天
皇
は
、
書
紀
に
従
っ
て
六
年
聞
と
す
る
こ

と
が
記
註
干
支
と
も
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
私
の
と
っ
た
方

法
の
た
だ
一
つ
の
例
外
と
し
て
そ
の
治
世
年
数
を
六
年
と
し
た
い
。

そ
う
す
る
と
記
憶
干
支
と
原
書
紀
と
の
一
致
は
、
仲
里
天
皇
か
ら
反

正
天
皇
に
至
る
闇
と
な
る
。
垂
仁
天
皇
か
ら
成
務
天
皇
に
至
る
三
代

と
安
康
・
雄
署
両
天
皇
の
治
世
年
数
合
計
、
，
な
ら
び
に
允
恭
・
安
閑

両
天
皇
の
治
世
年
数
に
つ
い
て
原
書
紀
と
記
註
干
支
と
が
一
致
し
て

い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
で
明
か
に
な
る
が
如
く
理
由
の
あ

る
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
ぞ
は
問
題
に
し
な
い
。

　
次
に
清
寧
天
皇
か
ら
継
体
天
皇
に
至
る
五
代
の
治
世
年
数
で
あ
る

　
　
　
　
上
代
紀
年
に
関
す
る
新
　
研
究
（
笠
井
）

が
、
書
紀
で
は
こ
の
五
代
の
治
世
年
数
合
計
が
五
二
年
ぞ
あ
る
が
、

原
書
紀
で
は
四
一
年
と
な
り
記
註
干
支
四
三
年
よ
り
二
年
だ
け
少
い
。

こ
の
二
年
の
差
の
原
因
は
、
継
体
天
皇
二
五
年
の
脚
註
に
『
或
本
云
。

天
皇
二
十
八
年
歳
次
甲
寅
崩
。
而
此
云
二
十
五
年
歳
次
辛
型
崩
者
。

取
百
済
本
記
為
文
』
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
明
か
な
如
く
、
そ
の
崩
年

を
繰
り
上
げ
た
た
め
に
出
来
た
二
年
闇
の
空
位
年
数
だ
け
、
継
体
天

皇
の
治
世
年
数
か
ら
差
引
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
こ
の
二
年
の
差
は
、
治
世
年
数
に
関
し
原
書
紀
と
筆
頭
干

支
と
の
奥
料
的
な
繋
り
を
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
た

だ
両
者
の
成
立
関
係
を
考
究
す
る
上
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を

こ
こ
に
指
摘
し
て
置
く
。

　
以
上
の
検
討
の
結
果
は
、
私
が
こ
れ
か
ら
行
お
う
と
す
る
紀
年
の

再
構
成
に
対
し
て
、
極
め
て
大
き
な
信
頼
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
か
く
の
如
き
一
致
は
、
決
し
て
偶
然
と
見
徹
す
べ
き
で
は
な
く
、

治
世
年
数
に
関
し
て
原
書
紀
と
記
註
干
支
と
の
聞
に
存
在
す
る
密
接

な
関
係
を
物
語
る
も
の
と
断
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

三
　
安
康
朝
か
ら
安
閑
期
に
至
る
原
書
紀二

九
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上
代
紀
年
に
隣
ず
る
新
研
究
（
笠
井
）

　
安
康
朝
か
ら
安
閑
朝
に
至
る
八
代
の
原
書
紀
年
紀
を
復
元
す
る
に

際
し
て
、
清
寧
朝
か
ら
継
体
朝
に
至
る
五
代
の
聞
は
ま
ず
問
題
は
な

い
。
何
故
な
ら
此
の
五
代
の
聞
の
原
書
紀
治
世
年
数
は
、
記
事
干
支

に
比
べ
て
二
年
短
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
す
で
に
述
べ
た

如
く
判
然
と
し
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
清
専
掌
以
下
安
閑

朝
に
至
る
六
代
の
原
書
紀
の
年
紀
を
復
元
す
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。

天
皇
名

品
寧
天
皇

顕
宗
天
皇

仁
賢
天
皇

武
烈
天
皇

継
体
天
皇

安
閑
天
皇

元
年

四
九
一
年

四
九
六
年

四
九
九
年

五
〇
八
年

五
一
六
年

五
三
四
年

崩
年

四
九
五
年

四
九
八
年

五
〇
七
年

五
一
五
年

五
三
ご
年

五
三
五
年

　
こ
こ
に
示
し
た
年
紀
に
つ
き
特
に
指
摘
す
べ
き
は
、
継
体
天
皇
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

年
五
一
六
年
は
、
が
っ
て
平
子
鐸
嶺
氏
が
提
論
さ
れ
た
年
紀
と
一
致

し
て
い
る
事
で
あ
る
。
即
ち
平
子
氏
は
、
継
体
紀
の
記
載
、
特
に
朝

鮮
関
係
の
記
事
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
，
果
、
同
紀
の
錯
簡
を
発
見
し
、

ゴ一

綜
j
記
を
採
用
し
つ
つ
そ
の
存
位
を
五
一
六
年
か
ら
五
二
七
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

位
置
づ
け
る
と
共
に
、
五
二
七
年
以
前
の
継
体
紀
の
記
載
を
も
つ
て

逐
年
毎
に
記
事
を
按
配
し
、
そ
の
闇
を
極
め
て
合
理
的
に
埋
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
平
子
氏
は
、
記
事
そ
の
も
の
の
考
証
に
終
始
し
て
以

上
の
様
な
年
紀
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
継
体
紀
の
空
白
年

次
は
す
べ
て
五
二
七
年
以
前
に
あ
り
、
そ
れ
を
除
去
し
て
約
め
る
な

ら
ば
、
同
氏
の
如
き
煩
雑
な
論
証
過
程
を
経
な
く
て
も
、
全
く
同
一

の
結
果
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
に
、

元
来
継
体
紀
は
、
安
閑
天
皇
以
前
の
書
紀
の
中
、
日
本
側
伝
承
に
比

し
て
百
済
側
奥
料
に
直
接
関
係
を
も
つ
記
載
が
非
常
に
多
く
、
た
め

に
そ
れ
ら
の
干
支
を
尊
重
し
な
が
ら
記
事
を
集
約
し
て
行
く
に
は
、

そ
の
操
作
上
極
め
て
多
く
の
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
同

紀
の
百
済
関
係
記
載
を
錯
簡
以
前
の
状
態
に
復
し
、
本
論
成
立
に
内

容
的
な
根
拠
を
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
平
子
氏
の
卓
説
に
対
し
て
敬

意
を
表
し
た
い
。

　
な
お
同
氏
は
、
継
体
天
皇
前
年
を
五
玉
七
年
と
し
、
そ
れ
以
後
五

三
一
年
ま
で
の
継
体
紀
の
記
載
を
安
閑
・
宣
化
両
朝
の
事
と
し
て
い

る
。
し
か
し
こ
れ
は
愚
子
干
支
の
継
体
天
皇
丁
未
崩
御
説
（
五
二
七

年
）
に
従
わ
れ
た
が
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
述
ぞ
明
か
な
如
く
認
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め
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
五
ご
八
年
以
後
の
記
載
を
も
書
紀

に
従
っ
て
継
体
紀
の
も
の
と
し
、
五
ゴ
ニ
年
を
そ
の
崩
御
と
す
る
原

書
紀
の
存
在
は
何
等
疑
闇
の
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
安
康
・
雄
暑
両
朝
を
考
察
す
る
。
こ
の
両
朝
の
治
世
年
数
合

計
は
記
註
干
支
で
は
三
七
年
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
書
紀
に

お
い
て
は
こ
六
年
に
す
ぎ
な
い
。
原
書
紀
の
治
世
年
…
数
が
か
く
の
如

く
短
い
の
は
、
仁
賢
。
継
体
両
朝
の
治
世
延
長
の
結
…
果
が
こ
こ
に
表

わ
れ
て
い
る
も
の
と
推
考
さ
れ
、
本
来
は
記
註
干
支
に
よ
る
治
世
年

数
が
正
し
も
の
と
思
う
。
い
ま
錦
窯
干
支
の
そ
れ
を
利
用
し
て
、
安

康
・
雄
暑
両
朝
の
原
書
紀
の
年
紀
を
復
元
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
天
皇
名
　
　
　
　
　
元
　
年
　
　
　
　
　
崩
　
年

　
安
康
天
白
証
　
　
　
　
　
四
五
四
年
　
　
　
　
　
　
四
五
六
盆
＋

　
薄
暑
天
皇
　
　
　
　
四
五
七
年
遅
　
　
　
四
九
〇
年

　
　
冠
註
干
亥
は
安
康
天
皇
の
崩
際
干
支
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
治
世
の
短

　
縮
が
両
朝
に
出
て
い
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
述
で
明
か
に
な
る

　
如
く
、
墨
書
に
見
え
る
『
興
』
。
『
武
』
聖
王
の
在
世
と
比
較
し
て
み
る

　
と
き
、
安
康
朝
は
短
縮
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

　
あ
る
か
ら
、
安
康
朝
は
原
書
紀
の
ま
壷
三
二
年
と
し
た
。

　
　
　
　
上
代
紀
年
に
関
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

　
こ
の
表
の
安
康
天
皇
元
年
四
五
四
年
半
、
書
紀
の
そ
れ
と
こ
駕
し

て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
叙
上
の
推
定
の
正
し

さ
を
明
か
に
す
る
と
共
に
、
辛
酉
革
命
説
に
基
づ
く
紀
年
延
長
が
、

允
恭
朝
以
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
す
る
従
来
の
通
説
を
改
め
て
証

明
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
論
述
に
よ
り
、
安
康
天
皇
元
年
よ
り
安
閑
天
皇
崩
年
に
至

る
聞
、
途
中
二
年
の
空
位
を
除
け
ば
、
遂
年
毎
に
記
事
の
あ
る
書
紀

の
稿
本
、
所
謂
原
書
紀
の
存
在
が
明
か
に
な
る
と
共
に
、
未
勘
校
の

安
閑
朝
を
除
け
ば
、
そ
の
治
世
年
数
に
お
い
て
記
註
干
支
と
極
め
て

深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

四
　
仲
哀
朝
か
ら
允
恭
朝
に
至
る
原
書
紀

　
伸
哀
朝
か
ら
允
恭
朝
に
至
る
大
代
の
原
書
紀
の
年
紀
を
復
元
す
る

に
当
っ
て
、
操
作
上
特
に
必
要
な
事
は
、
書
紀
の
紀
年
が
延
長
さ
れ

る
場
合
、
そ
の
年
代
は
適
宜
に
動
か
し
得
て
も
．
干
支
は
み
だ
り
に

変
改
し
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
百
済
側
史
料
に
基
づ
く
記
事
の
検

討
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
種
の
記
事
の
中
、
紀
年
延
長
に
際
し
て
本
来

記
載
さ
れ
て
い
た
天
皇
の
朝
よ
り
繰
り
上
げ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｝
二
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上
代
鵜
年
に
関
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
を
検
爵
し
て
、
そ
れ
を
復
元
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
た
だ
履
中
・
反
正
・
馬
沓
の
三
朝
に
は
、
か
く
の
如
き

操
作
の
影
響
が
及
ん
で
い
な
い
の
で
一
応
論
外
に
罹
く
と
し
て
、
特

に
こ
こ
で
考
究
を
要
す
る
の
は
、
仁
徳
天
皇
以
前
仲
町
天
皇
に
至
る

三
代
の
治
世
年
数
で
あ
る
。
以
下
記
註
干
支
の
治
世
年
数
と
三
連
関

さ
せ
つ
つ
考
察
を
進
め
よ
う
。

　
ま
ず
仁
徳
天
皇
の
治
世
年
数
か
ら
考
究
す
る
。
こ
の
天
皇
の
治
世

年
数
は
、
空
位
二
年
を
加
え
る
と
原
書
紀
で
は
三
一
年
で
あ
る
の
に

対
し
、
記
註
干
支
で
は
三
四
年
忌
な
り
、
そ
の
間
に
三
年
の
差
が
あ

る
。
そ
こ
で
し
ば
ら
く
、
記
註
干
支
の
治
世
年
数
を
正
し
い
も
の
と

し
、
仁
徳
紀
よ
り
応
命
紀
へ
三
箇
年
だ
け
記
事
が
繰
り
上
っ
て
い
る

も
の
と
想
定
し
て
、
原
書
紀
安
康
天
皇
元
年
四
五
四
年
よ
り
履
中
・

反
正
・
允
恭
の
原
書
紀
治
世
年
数
を
年
紀
に
組
ん
で
算
定
す
る
と
、

仁
徳
天
皇
の
治
世
は
、
三
九
六
年
か
ら
四
、
二
七
年
に
至
る
間
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
神
功
・
応
神
両
面
に
挿
入
さ
れ
た
百
済
史
料
に
基
づ
く
記

載
が
、
通
じ
て
干
支
ご
運
繰
り
上
っ
て
い
る
こ
と
は
彼
我
の
年
紀
を

対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
自
か
ら
明
か
で
あ
る
か
ら
、
干
支
二
運
を
下

げ
る
こ
と
に
よ
り
、
右
の
仁
徳
治
世
年
紀
間
に
入
る
百
済
関
係
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

が
応
神
紀
中
に
幾
年
あ
る
か
を
調
べ
、
そ
れ
が
丁
度
三
箇
年
あ
れ
ば
、

そ
の
命
乞
書
紀
の
治
世
年
数
は
復
元
し
得
る
の
み
な
ら
ず
砂
金
干
支

の
そ
れ
と
も
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。

　
い
ま
応
神
恵
中
か
ら
上
述
の
如
き
条
件
を
備
え
た
記
載
を
摘
記
す

る
と
、

　
ω
　
応
神
天
皇
八
年
（
丁
酉
）
1
三
九
七
年
－
春
三
月
百
済

人
来
朝
。
額
繍
記
云
瓢
臓
裡
鷺
先
蹴
薄
墨
踊
撒
欝
餓
琴
曲
鵬
附
置
爪
上
舗
媚
倣
履
。

　
②
　
同
天
皇
一
六
年
（
城
塁
）
1
四
〇
五
年
－
阿
華
王
麗
天

皇
召
直
尉
面
謂
正
日
。
汝
返
於
国
以
嗣
位
。
循
悪
童
東
韓
動
地
而
塾

側
。
鶴
鰭
振
事
難

　
⑧
　
同
天
皇
二
五
年
（
画
嚢
）
i
四
一
四
年
－
百
済
直
支
王

麗
。
即
子
久
爾
辛
立
面
王
。
誓
文
幼
。
大
倭
木
満
致
勲
国
政
。
帝
王

三
相
婬
。
直
行
無
礼
コ
天
皇
聞
而
召
之
。
縮
灘
粗
暴
淋
關
鰍
瀦
醍
躰
鰹
午
膿
期

父
功
専
於
任
那
。
来
入
我
旨
旨
還
貴
国
。
承
制
天
皇

執
我
国
政
，
持
重
当
世
。
然
迄
桑
聞
其
暴
慢
之
、

　
㈲
　
同
天
皇
三
九
年
（
戊
辰
）
1
四
二
八
年
一
春
二
月
。
百

済
直
支
王
。
遣
直
妹
萩
斉
都
媛
以
下
仕
。
袋
薪
斉
都
媛
豆
類
婦
女
而

来
無
疵
。

　
以
上
の
四
記
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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右
の
記
事
に
挿
入
し
た
西
翠
年
代
は
、
干
支
二
運
を
下
げ
た
年
紀
で
あ

　
　
る
。

　
ま
ず
㈲
の
記
纂
か
ら
考
察
し
よ
う
．
こ
の
記
事
に
つ
い
て
津
田
博

掬
は
薪
斉
都
媛
の
名
は
・
百
済
人
の
名
を
禦
ら
か
取
っ
て
編
者

が
造
作
し
た
記
峯
、
な
い
と
す
る
こ
と
も
出
来
か
ね
る
』
と
し
て
、

百
済
側
史
料
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
す
る
説
に
一
応
の
疑
問
を
堆
肥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
・
池

さ
れ
た
が
、
し
か
し
古
く
は
那
珂
。
菅
両
氏
を
は
じ
め
、

ゆ
前
述
等
の
諸
氏
告
済
室
料
に
も
と
つ
く
記
事
と
す
る
の
に

賛
意
を
蓑
さ
れ
て
い
る
の
ぞ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
問
題
と
す
る

必
要
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
こ
の
記
事
は
、
同
紀
二
五
年
『
直
支
出

麗
』
の
記
載
と
矛
盾
す
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
直
支
王
と
す
る
か
或
は

眺
有
王
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
か
は
、
い
ま
ま
ぞ
し
ば
し
ば
論
議
さ

れ
て
来
た
所
で
あ
る
。
即
ち
菅
・
池
内
・
前
田
等
の
諸
氏
は
、
こ
れ

を
以
っ
て
砒
有
王
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
は

　
④
　
河
村
秀
根
が
、
す
で
に
書
紀
集
解
に
お
い
て
、
古
写
本
に

『
直
支
』
の
二
字
が
み
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
。
（
菅
。

池
内
）

　
＠
　
三
国
史
記
百
済
本
紀
の
砒
有
王
二
年
（
四
二
八
年
）
戊
辰
の

　
　
　
　
上
代
紀
年
に
関
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

条
に
『
至
倭
国
使
者
従
者
五
十
人
』
と
あ
り
、
闘
応
神
紀
三
九
年
の
年

紀
を
二
運
下
げ
れ
ば
、
両
者
よ
く
一
致
す
る
こ
と
、
（
池
内
・
前
田
）

　
以
上
二
点
に
落
着
く
様
ぞ
あ
る
が
、
私
は
砒
有
王
に
訂
正
し
四
二

八
年
の
記
纂
と
す
る
説
に
は
賛
同
禺
来
な
い
。
何
故
な
ら
秀
根
が

『
直
感
』
の
二
宇
が
な
い
と
い
う
古
写
本
が
、
何
時
頃
の
も
の
ぞ
あ

る
か
は
今
口
知
る
由
も
な
い
が
、
現
存
す
る
最
古
の
写
本
で
あ
る
田

「
中
押
本
口
本
書
紀
に
は
明
か
に
『
霜
融
』
の
二
字
が
見
え
て
い
る
以

上
、
や
は
り
我
々
は
こ
れ
に
従
っ
て
こ
の
こ
字
が
あ
る
も
の
と
解
す

る
よ
り
外
は
な
い
。
ま
た
⑨
の
場
合
に
し
て
竜
、
三
国
史
記
百
済
本

紀
の
記
事
は
、
明
か
に
臨
本
か
ら
の
遣
使
を
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、

丈
意
の
上
か
ら
も
『
直
支
』
を
『
砒
有
』
と
改
め
る
だ
け
の
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

な
理
由
は
認
め
が
た
い
。
那
珂
博
士
も
『
三
十
九
年
は
戊
午
年
よ
り

十
年
の
後
な
る
戊
辰
年
に
当
れ
ど
竜
、
直
斎
王
の
麗
り
た
る
は
こ
れ

よ
り
八
年
前
の
庚
申
年
に
あ
れ
ば
、
直
仁
王
の
存
在
の
一
間
な
る
戊
申

年
な
ど
に
記
す
べ
き
を
年
紀
を
誤
り
た
る
為
り
。
直
支
王
は
質
子
ど

な
り
て
久
し
く
皇
朝
に
留
ま
り
居
た
る
を
、
鳥
神
天
皇
の
擁
護
に
よ

り
て
百
済
王
の
．
位
を
嗣
ぎ
た
れ
ば
、
其
の
大
恩
の
忘
れ
難
く
て
薪
斉

富
嶽
を
送
り
て
己
れ
に
代
り
て
入
侍
せ
し
め
た
る
な
り
。
さ
れ
ば
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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斉
都
媛
の
来
朝
は
、
直
支
の
帰
国
後
幾
年
も
経
ざ
る
頃
の
事
な
る
べ

し
』
と
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
細
部
の
点
は
と
も
か
く
、
大
綱
的
に

は
卓
見
と
し
て
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
。
た
だ
直
支
王
を
以
っ
て
応

神
天
皇
の
時
代
と
す
る
の
は
、
博
士
の
応
神
天
皇
戊
午
崩
御
説
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
述
す
る
如
く
従
い
難
い
も
の
で
あ
る

が
、
少
く
と
も
こ
の
新
斉
都
媛
来
朝
の
記
事
は
直
親
王
の
在
位
時
代
、

即
ち
四
〇
五
年
か
ら
四
一
、
九
年
の
闇
の
出
来
事
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
三
国
史
記
百
済
本
紀
直
支
王
一
四
年
（
戊
午
年
）
に
、
倭
国

へ
の
遣
使
を
伝
え
た
『
遣
倭
国
送
白
錦
一
匹
』
の
記
載
が
見
ら
れ
、

三
九
年
の
記
事
に
対
応
す
る
も
の
を
朝
鮮
側
史
料
に
求
め
る
と
す
れ

ば
、
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
最
竜
適
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
に
②
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
百
済
側
典
籍
に
も
と
つ
く
新

草
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
の
記
事
は
王
仁
の
来
朝

と
同
年
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
親
里
紀
へ
繰
り
上
げ
ら
れ
る
以
前

に
仁
徳
紀
に
お
い
て
単
独
に
一
年
間
の
記
事
を
形
成
し
て
い
た
と
も

推
定
禺
来
る
。
し
か
し
か
か
る
推
定
に
対
し
て
私
は
否
定
的
な
立
場

を
と
り
た
い
。
何
故
な
ら
紀
年
延
長
に
際
し
、
干
支
を
自
由
に
操
作

し
得
た
証
本
側
史
料
と
何
故
同
年
に
併
記
し
た
か
。
も
し
こ
の
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
囚

を
以
っ
て
八
年
・
二
五
焦
，
。
三
九
年
の
如
く
単
独
に
一
年
を
取
ろ
う

と
す
れ
ば
、
そ
の
操
作
は
極
め
て
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
殊
更
に
日
本
側
伝
承
と
重
複
さ
せ
て
い
る
事
自

体
の
中
に
、
書
紀
編
者
が
能
う
る
限
り
原
史
料
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と

し
た
態
度
が
窺
知
さ
れ
、
仁
徳
紀
に
お
い
て
も
、
こ
の
記
事
だ
け
は

他
の
記
事
と
併
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
ぞ
あ
る
。

　
ω
③
の
記
紀
を
仁
徳
紀
に
繰
り
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
改

め
て
考
証
に
及
ぶ
必
要
も
あ
る
ま
い
。

　
以
上
の
考
証
に
よ
り
、
応
神
紀
か
ら
仁
徳
紀
に
繰
り
下
げ
る
べ
き

記
事
は
上
述
の
四
韻
毒
す
べ
て
と
な
る
が
、
③
の
記
載
の
み
は
上
述

し
た
如
く
、
仁
徳
紀
申
で
単
独
に
一
年
を
占
め
て
い
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
か
ら
、
仁
徳
朝
の
治
世
年
数
の
増
加
は
三
箇
年
と
な
り
、
は

じ
め
の
想
定
の
正
し
さ
が
こ
こ
に
具
体
的
に
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
原
書
紀
仲
哀
・
応
神
両
朝
の
治
世
年
数
の
復
元
に
つ
い
て
考

察
を
進
め
る
。
い
う
ま
ぞ
も
な
く
書
紀
に
お
い
て
は
、
記
年
延
長
に

当
っ
て
神
功
皇
后
を
以
っ
て
卑
弥
呼
に
比
定
し
、
所
謂
神
功
皇
后
紀

を
設
定
し
て
い
る
た
め
、
延
長
以
前
即
ち
原
書
紀
の
治
世
年
数
を
復

元
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
皇
后
紀
を
分
解
し
て
、
そ
れ
を
仲

（3・12）



哀
紀
と
応
神
紀
に
両
分
す
る
操
作
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
神
当
鉦
の

分
解
操
作
は
、
い
ま
ま
で
誰
も
試
み
て
い
な
い
が
、
同
紀
を
両
分
し

て
設
定
以
前
の
形
に
返
え
す
と
す
れ
ば
、
軍
紀
一
三
年
夏
記
事
及
び

歌
謡
は
、
古
事
記
に
お
い
て
は
仲
哀
天
皇
の
巻
に
お
さ
め
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
記
專
そ
の
、
も
の
の
性
質
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
を
堺
に
し
て

口
本
側
伝
承
と
百
済
側
伝
承
と
に
分
れ
、
そ
の
前
後
の
間
に
著
し
い

質
的
栢
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
私
は
こ
れ
以
前
を
仲
哀
紀
に
、
以

後
を
応
神
紀
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
か
く
し
て
神
功
紀
一

三
年
以
前
の
記
事
五
箇
年
は
仲
哀
紀
に
、
そ
れ
以
後
の
一
二
箇
年
の

記
事
は
鳥
神
紀
に
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
皇
后
紀

二
年
の
『
冬
十
一
月
丁
亥
朔
甲
午
葬
天
皇
（
仲
哀
天
皇
一
筆
者

註
）
於
河
内
国
長
野
陵
』
と
あ
る
天
皇
山
陵
の
記
事
は
、
書
紀
の
記

載
例
か
ら
す
れ
ば
原
則
と
し
て
次
の
紀
に
書
き
こ
ま
れ
る
べ
き
も
の

ぞ
あ
り
、
こ
の
場
合
皇
后
紀
設
定
以
前
に
お
い
て
は
当
然
応
神
紀
に

記
入
さ
れ
て
い
た
筈
の
も
の
ぞ
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
結
局
応
神
里
に

一
三
年
聞
、
仲
世
紀
に
四
年
開
の
治
世
が
繰
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
、
原
書
紀
仲
哀
朝
の
治
世
年
数
は
八
年
、
応
神
聖
の
治
世
年
数

は
三
三
年
と
な
る
。
こ
こ
に
復
元
し
た
原
書
紀
治
世
年
数
が
、
こ
れ

　
　
　
　
上
代
紀
年
に
関
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

ま
た
雛
註
干
支
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
贅
言
を
要
せ
ぬ
で

あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
A
こ
こ
に
復
元
し
た
治
世
年
数
に
よ
っ
て
原
書
紀
の
年
紀

を
算
定
す
る
と
、
仲
哀
天
皇
の
治
世
は
三
五
三
年
か
ら
三
六
〇
年
、

応
神
天
皇
の
治
世
は
三
六
一
年
か
ら
三
九
三
年
と
な
る
。
皇
后
紀
四

六
年
か
ら
六
五
年
に
至
る
一
連
の
百
済
関
係
の
記
事
は
、
干
支
二
運

を
下
げ
る
と
三
六
六
年
か
ら
一
ご
八
五
年
に
亙
る
事
件
と
な
る
か
ら
、

何
の
矛
盾
も
な
く
こ
の
広
神
天
皇
の
治
世
年
聞
に
含
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
な
お
皇
后
紀
四
六
年
か
ら
六
五
年
に
至
る
記
事
が
、
果
し
て
書

紀
編
者
に
と
り
干
支
を
変
改
し
得
な
い
ほ
ど
の
電
の
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
た
か
否
か
は
改
め
て
検
討
す
べ
き
問
題
ぞ
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

記
載
の
背
後
に
す
べ
て
百
済
側
史
籍
の
存
在
す
る
こ
と
は
、
す
で
に

津
田
・
池
内
・
末
松
等
の
諸
博
士
の
論
考
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ

い
て
の
考
証
を
殊
更
此
処
で
行
う
必
要
も
あ
る
ま
い
と
思
う
。
た
だ

　
　
　
　
　
⑳

最
近
福
山
敏
男
博
士
の
石
上
神
宮
所
蔵
の
玉
翰
刀
に
関
す
る
研
究
は
、

『
…
…
久
氏
等
従
千
熊
長
彦
詣
之
則
獣
七
難
刀
一
口
七
子
鏡
一
面
及

種
種
宝
…
…
』
と
あ
る
神
功
紀
五
二
年
の
記
事
の
み
な
ら
ず
、
い
ま

問
題
に
し
て
い
る
一
連
の
記
載
の
蟄
実
性
を
、
干
支
二
運
下
げ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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と
に
よ
り
一
段
と
高
め
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
指
摘
し
て
置
き
た
い
。

　
か
く
し
て
神
功
紀
四
六
年
か
ら
六
五
年
に
至
る
記
事
は
、
す
べ
て

書
紀
編
者
が
神
功
皇
后
を
以
っ
て
卑
弥
呼
に
比
定
す
る
た
め
特
に
神

功
紀
を
設
定
し
た
際
、
史
料
的
性
質
か
ら
し
て
干
支
を
自
由
に
動
か

す
こ
と
が
轟
来
な
か
っ
た
た
め
、
応
神
紀
か
ら
神
功
紀
へ
繰
り
上
げ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
神
功
紀
を
埋
め
て
、
そ
の
体
裁

を
整
え
る
上
に
好
都
合
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
電
の
と

思
わ
れ
る
。

　
以
上
仲
哀
朝
か
ら
仁
徳
朝
に
至
る
原
書
紀
治
世
年
数
を
復
元
し
た

結
果
、
そ
れ
が
細
註
干
支
の
そ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
が
明
か

と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
仲
之
朝
か
ら
允
恭
朝
に
至
る
六
代
の
天
皇

の
中
、
未
勘
校
の
允
廃
朝
を
除
け
ば
、
残
り
五
代
は
す
べ
て
記
註
干

支
と
こ
敏
し
た
治
世
年
数
を
原
書
紀
は
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
い
ま
毎
期
朝
か
ら
允
恭
朝
に
亙
る
原
書
紀
の
年
紀
を
表
示
す
れ
ば

次
の
如
く
で
あ
る
。

　
天
皇
名
　
　

元
年
　
　
崩
年

　
仲
哀
天
皇
　
　
　
　
三
五
三
年
越
　
　
　
三
六
〇
年

　
応
神
天
皇
　
　
　
　
三
六
一
年
　
　
　
　
三
九
三
年

仁
徳
天
皇

履
中
天
皇

反
正
天
皇

巌
窟
天
皇

三
九
六
年

四
二
八
年

四
三
四
年

四
四
か
年

五
　
允
恭
。
安
閑
両
朝
の
治
世
年
数

三
六

四
ご
七
年

四
三
三
年

四
三
九
年

四
五
三
年

　
以
上
嘉
応
朝
か
ら
安
閑
朝
に
至
る
十
四
代
の
原
書
紀
の
年
紀
を
復

元
し
、
そ
こ
に
表
示
さ
れ
た
治
世
年
数
を
記
註
干
支
と
対
比
し
つ
つ

考
察
し
て
来
た
が
、
な
お
残
さ
れ
た
問
題
は
、
允
謡
曲
並
に
安
閑
朝

の
治
世
年
数
に
つ
き
、
允
恭
朝
で
は
四
年
、
安
閑
朝
で
は
七
年
原
書

紀
の
治
世
年
数
が
記
註
干
支
に
比
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
短
く
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
．
い
ま
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
が
、
こ
れ
に
さ

き
だ
っ
て
継
体
天
皇
の
治
世
年
数
に
つ
い
て
一
応
か
え
り
み
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
二
に
お
い
て
指
摘
し
た
通
り
、
原
書

紀
継
体
朝
の
治
世
年
数
は
、
そ
の
崩
年
を
百
済
塩
魚
に
よ
っ
て
繰
り

上
げ
た
た
め
二
年
短
縮
さ
れ
て
一
六
年
目
な
り
、
そ
の
短
縮
さ
れ
た

年
数
だ
け
記
註
干
支
に
比
し
て
短
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
記
註
干
支
と
一
致
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
と
こ
ろ
を
原
書
紀
編
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者
に
よ
り
訂
正
さ
れ
る
以
前
の
状
態
に
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
記

註
干
支
と
原
書
紀
と
は
直
接
的
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
く
、
記
註
干
支
と
直
接
の
繋
り
を
も
つ
も
の
は
、
継
体
天
皇
警
語

が
百
済
本
営
に
よ
っ
て
訂
正
を
う
け
る
以
前
の
史
料
、
換
言
す
れ
ば

原
書
紀
を
成
立
さ
せ
る
に
当
っ
て
基
本
的
に
利
用
さ
れ
た
原
書
紀
の

稿
本
そ
の
も
の
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
允
恭
。
安
閑

両
朝
に
お
い
て
原
書
紀
と
聖
堂
干
支
と
の
間
に
生
じ
て
い
る
治
世
年

数
砂
差
は
、
原
書
紀
の
稿
本
一
こ
れ
を
記
紀
と
呼
ぶ
一
と
里
並

干
支
と
の
関
係
へ
遡
っ
て
解
決
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
原
書

紀
を
修
正
し
て
継
体
天
皇
崩
年
を
五
三
四
年
（
甲
寅
年
）
、
そ
の
治

世
年
数
を
一
八
年
と
し
て
原
紀
の
年
紀
を
復
元
す
れ
ば
丈
末
の
表
の

如
き
結
果
を
得
る
。
こ
の
年
紀
と
記
註
干
支
と
を
対
比
し
て
み
る
と

き
、
応
二
天
三
崩
年
（
三
九
四
年
）
、
界
面
天
皇
崩
年
（
四
五
四
年
）

ゼ
両
者
の
年
禦
、
論
し
・
そ
れ
を
出
発
点
と
し
て
里
程
翠
称

元
法
で
記
註
干
支
は
当
年
膳
部
法
で
両
者
等
し
い
治
世
年
数
を
割
り

あ
て
て
行
き
、
そ
の
た
め
に
出
来
た
一
代
に
つ
き
一
年
ず
つ
の
年
紀

的
な
ズ
レ
を
允
恭
・
安
閑
両
朝
で
調
整
し
て
い
る
の
で
、
允
恭
朝
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
四
年
、
安
閑
朝
で
は
七
年
、
原
紀
の
治
世
年
数
に
髭
し
、
説
註
干

　
　
　
　
　
上
代
紀
弗
に
弔
す
る
漸
研
究
（
笠
井
）

支
の
そ
れ
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て

ま
た
こ
の
こ
と
は
同
博
に
、
原
盤
を
直
接
的
な
稿
本
と
し
て
成
立
し

た
原
書
紀
と
記
註
干
支
と
の
関
係
に
置
き
か
え
る
こ
と
が
画
来
る
。

即
ち
原
書
紀
が
利
用
し
た
稿
本
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
上
述
の
如
き

理
由
に
よ
り
、
允
恭
。
安
閑
両
朝
の
治
世
年
数
に
つ
き
記
念
干
支
と

そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
原
書
紀
の
編
者
は
、
継
体
天
皇
崩
年
を
五
墜
四
年
か
ら
五
三

一
年
に
繰
り
上
げ
る
に
際
し
、
空
位
二
年
を
設
け
て
ま
で
原
信
安
閑

天
皇
の
治
世
年
数
を
尊
重
す
る
程
原
紀
に
忠
実
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

場
合
当
然
継
体
朝
の
治
世
を
三
年
聞
短
縮
す
べ
き
ぞ
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
二
年
置
空
位
年
数
に
等
し
い
数
の
み
し
か
同
朝
の
治
世
を

短
縮
し
な
か
っ
た
た
め
一
千
閑
天
皇
は
継
体
天
皇
よ
り
の
譲
位
に

よ
り
即
位
し
た
の
で
五
三
四
年
を
安
閑
天
皇
元
年
に
当
て
る
こ
と
に

よ
り
、
実
際
の
空
位
は
二
年
し
か
出
来
な
か
っ
た
i
継
体
天
皇
元

年
以
前
の
諸
天
皇
の
原
書
紀
年
紀
は
、
原
論
に
比
し
一
年
つ
づ
繰
り

上
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
際
注
意
す
べ
き
ぞ
あ
る
。

三
七
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上
代
紀
年
に
闘
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

六
　
四
神
朝
か
ら
成
務
朝
に
至
る
原
書
紀

　
崇
神
言
か
ら
成
務
朝
に
至
る
四
代
の
原
書
紀
治
世
年
数
を
復
元
す

る
に
当
っ
て
考
察
を
要
す
る
の
は
、
垂
仁
朝
か
ら
成
務
朝
に
至
る
三

代
の
治
世
年
数
合
計
が
、
斎
鎌
干
支
の
そ
れ
よ
り
一
二
年
多
く
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
異
伝
と
い

う
こ
と
で
解
決
揖
来
な
い
こ
と
竜
な
か
ろ
う
が
、
私
は
允
二
心
で
四

年
安
閑
朝
で
七
年
書
紀
と
記
註
干
支
と
の
間
に
出
た
治
世
年
数
差
を
、

原
紀
或
は
記
註
干
支
の
何
れ
か
が
こ
の
闇
で
調
整
し
た
も
の
と
思
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の
治
世
年
数
差
は
合
計
一
一
年
で
あ
り
垂
仁
朝
か
ら
成

務
朝
に
至
る
治
世
年
数
差
に
比
し
て
一
年
少
い
。
し
か
し
こ
の
一
年

の
差
は
、
上
述
の
推
測
を
否
定
す
る
も
の
ぞ
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ

て
か
え
っ
て
原
図
と
記
註
干
支
の
関
係
が
具
体
的
に
把
握
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
思
う
に
こ
の
一
年
の
差
は
、
安
閑
天
皇
が
継
体
天
皇
よ
り

譲
位
さ
れ
て
即
位
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
関
知
し
な
い
応
諾
干
支

の
側
が
、
原
紀
と
の
關
に
生
じ
た
允
恭
・
安
閑
両
朝
の
治
世
年
数
差
を
、

垂
仁
朝
か
ら
成
務
朝
に
至
る
闇
で
調
整
し
た
た
め
に
起
つ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
即
ち
原
紀
安
閑
天
皇
の
治
世
年
数
は
、
五
三
四
年
五
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

五
年
の
二
年
に
亙
る
も
の
で
あ
る
が
、
繰
り
返
し
て
い
う
如
く
、
安

閑
天
皇
は
譲
位
に
よ
る
即
位
の
た
め
五
三
四
年
は
安
閑
天
皇
の
元
年

で
あ
る
と
と
亀
に
継
体
天
皇
の
崩
年
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に

右
の
消
息
を
知
ら
な
い
記
註
干
支
の
側
が
、
五
三
四
年
が
継
体
天
皇

崩
年
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
原
産
を
み
て
、
安
閑
天
皇
の
在
位
を

五
三
五
年
忌
一
年
と
考
え
、
記
註
干
支
安
閑
天
皇
の
治
世
年
数
九
年

か
ら
一
年
を
差
し
引
い
て
両
者
の
差
を
八
年
と
し
、
允
恭
天
皇
の
差

四
年
と
合
せ
て
計
一
二
年
だ
け
を
垂
簾
朝
か
ら
成
務
朝
に
至
る
間
の

西
紀
治
世
年
数
よ
り
差
引
い
た
も
の
之
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
ご
と
は
、
記
註
干
支
と
原
紀
と
の
成
立
過
程
を
考
究
す
る
上

に
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
五
に
お
い
て
私
は
、
応
神
・
允
許
天
皇
の

早
年
を
基
準
と
し
て
原
譜
・
記
註
干
支
と
も
に
、
た
と
え
操
作
の
相

異
は
あ
る
に
し
て
も
、
各
天
皇
の
治
世
年
数
に
つ
い
て
は
夫
々
等
し

い
年
数
を
割
り
当
て
で
い
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
が
、
そ
の
場
合
何

れ
が
根
本
史
料
ぞ
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
応
下
天
豊
崩
年
を
三
九
四

年
に
、
長
道
天
皇
箇
年
を
四
五
四
年
に
合
せ
た
の
は
記
註
干
支
の
側

か
或
は
三
顧
の
側
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
っ
た
の
ぞ
あ
る
。
し
か
し

こ
こ
に
は
じ
め
て
そ
の
問
題
も
氷
解
し
、
記
註
干
支
の
成
立
は
、
原
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紀
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
以
上
の
論
考
が
正
し
い
も
の
と
す
れ
ば
、
記
註
干
支

二
神
天
皇
崩
年
戊
寅
年
（
三
一
八
年
）
と
い
う
の
は
、
厳
密
に
い
え

ば
記
註
干
支
の
一
つ
の
ミ
ス
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
は
何
れ

に
し
て
も
、
評
註
干
支
が
、
崇
神
天
皇
の
年
紀
的
な
位
置
を
四
世
紀

の
初
期
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
い
ま
原
紀
の
治
世
年
数
を
利
用
し
て
成
立
し
た
崇
神
朝
か
ら
成
務

朝
に
至
る
四
代
の
原
書
紀
年
紀
を
記
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

天
皇
名

崇
神
天
皇

垂
仁
天
皇

景
行
天
皇

成
務
天
皇

元
　
年

二
八
四
年

三
〇
一
年

三
ご
三
年

三
四
七
年

七
　
紀
年
の
復
元
と
訂
正

崩
　
年

三
〇
〇
年

三
ご
二
年

三
四
五
年

三
五
二
年

　
以
上
考
究
を
重
ね
て
来
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
書
紀
の
拠
っ
た
史

料
と
し
て
原
書
紀
の
外
に
、
原
紀
の
存
在
が
明
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
よ
っ
て
我
が
上
世
紀
年
を
復
元
再
構
成
す
る
に
当
っ
て
は
、
そ

　
　
　
　
上
代
紀
年
に
関
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

の
最
も
基
本
的
な
史
料
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
原
紀
を
中
心
と
し
て

考
察
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
場
合
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と

は
、
原
紀
は
す
で
に
翌
年
称
元
法
と
い
う
進
ん
だ
年
紀
の
構
成
法
で

編
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
真
の
原
初
的
な
年
紀
を
復
元
す

る
に
は
、
そ
れ
を
資
料
と
し
て
治
世
年
数
の
形
に
改
め
、
こ
れ
を
当

年
称
元
法
に
よ
っ
て
組
み
か
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
操
作
に
よ
る
算
定
の
年
紀
を
記
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

崇
神
天
皇
元
年

崇
神
天
皇
崩
年

垂
仁
天
皇
…
一
年

景
行
天
皇
三
年

成
務
天
皇
崩
年

仲
哀
天
皇
崩
年

応
神
天
皇
崩
年

仁
徳
天
皇
鵬
年

履
中
天
皇
崩
年

反
正
天
皇
留
年

允
恭
天
皇
崩
年

三
〇
一
年

三
一
七
年

三
三
八
年

三
六
〇
年

一二

Z
六
年

三
七
三
年

四
〇
五
年

四
三
八
年

四
四
三
年

四
四
八
年

四
六
一
年

三
九
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上
代
紀
年
に
関
す
る
新
研
究

安
康
天
皇
崩
年

雄
略
天
皇
崩
年

潜
寧
天
皇
崩
年

顕
宗
天
皇
崩
年

需
給
争
覇
筋
年

武
烈
天
皇
崩
年

継
体
天
皇
崩
年

安
閑
天
皇
崩
年

　
こ
こ
に
示
さ
れ
た
年
紀
は
、

も
基
礎
的
な
も
の
ぞ
あ
っ
て
、

場
合
、
こ
の
史
料
を
無
視
し
て
は
到
底
最
後
の
結
論
に
到
達
す
る
こ

と
は
禺
来
な
い
で
あ
ろ
う
、
い
ま
こ
の
復
元
紀
年
に
宋
書
倭
国
伝
を

中
心
に
し
て
見
え
る
所
謂
倭
の
五
王
の
在
位
年
紀
を
参
酌
し
て
最
も

議
論
の
多
い
雄
略
朝
以
前
の
年
紀
を
考
究
し
て
行
き
た
い
、

　
晋
書
以
下
の
所
伝
の
中
、
五
王
の
在
位
年
紀
を
考
察
す
る
上
に
重

要
な
記
事
を
挙
げ
れ
ば
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
．

　
義
煕
九
年
（
四
一
二
年
）
　
一
二
月
。
旧
盆
馬
方
物
（
晋
書
安
帝
紀
）
、

　
　
　
晋
安
帝
時
有
倭
王
賛
（
離
離
経
伝
、
南
史
倭
伝
）
。

　
　
　
（
笠
。
．
）

四
六
三
年

四
九
六
年

五
〇
〇
年

五
〇
二
年

五
一
〇
年

五
一
七
年

五
三
四
年

五
三
五
年

　
今
日
考
定
し
得
る
年
代
的
史
料
の
最

　
我
々
が
今
日
a
本
紀
年
を
考
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

永
初
二
年
（
四
一
二
年
）
。
倭
三
半
万
里
修
貢
（
血
書
倭
国
伝
）
。

元
嘉
二
年
（
四
二
五
年
）
。
倭
王
聖
血
貢
（
宋
書
倭
国
伝
）
。

元
嘉
七
年
（
四
三
〇
年
）
春
正
月
。
倭
国
王
遣
使
方
物
（
宋
濡
文

　
　
帝
紀
）
。

元
嘉
一
五
年
（
四
三
八
年
）
夏
四
月
。
以
倭
国
王
珍
為
安
東
将
軍
。

　
　
是
歳
倭
国
遣
使
（
宋
書
丈
帝
紀
）
。

元
嘉
二
〇
年
（
四
四
三
年
）
。
倭
国
王
済
遣
使
（
宋
書
倭
国
伝
）
。

元
嘉
二
八
年
（
四
五
一
年
）
。
倭
国
王
済
に
官
号
を
加
ふ
（
宋
書

　
　
倭
国
伝
）
．

大
明
四
［
年
（
四
六
〇
年
）
　
一
二
田
川
倭
国
心
遣
鼠
輩
恥
忌
物
（
｛
木
臨
蕾
舞
茸

　
　
帝
紀
）
、

大
明
六
年
（
四
六
二
年
春
。
以
倭
国
王
世
子
興
為
安
東
将
軍
（
僻
書

　
　
孝
志
帝
紀
同
書
倭
国
伝
）
．

昇
明
元
年
（
四
七
七
年
）
一
一
月
、
倭
国
遣
使
献
方
物
（
謹
書
順

　
　
帝
紀
）
。

昇
明
二
年
（
四
七
八
年
）
五
月
、
　
倭
国
蝋
画
遣
使
献
方
物
（
宋
書

　
　
文
帝
紀
同
書
倭
国
伝
）
．

建
元
元
年
（
四
七
九
年
）
．
塵
除
倭
王
武
（
南
済
書
倭
国
伝
）
。
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さ
て
こ
れ
ら
の
諸
記
事
よ
り
考
定
し
得
る
倭
の
五
宮
の
在
位
年

紀
と
復
元
紀
年
と
を
比
較
し
て
見
る
と
き
、
安
康
・
雄
略
両
天
皇
の

そ
れ
は
興
・
武
両
王
の
年
紀
と
比
べ
て
何
の
矛
盾
を
も
生
じ
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
安
康
天
皇
の
在
位
を
四
六
一
年
か
ら
四
六
三
年
、
雄

略
天
皇
の
そ
れ
を
四
六
三
年
か
ら
四
九
六
年
と
す
る
復
元
紀
年
の
史

実
的
価
値
は
充
分
に
認
め
て
よ
い
訳
で
あ
る
。
従
来
の
…
学
者
の
多
く

は
、
安
康
天
皇
を
以
っ
て
興
に
比
定
し
な
が
ら
も
、
大
明
六
年
即
ち

四
六
二
年
ま
ぞ
同
天
皇
の
在
位
を
下
げ
て
考
え
て
い
な
い
の
は
、
同

天
皇
以
後
の
書
紀
紀
年
に
大
き
な
信
頼
度
を
置
く
あ
ま
り
出
来
る
だ

け
こ
れ
を
訂
正
せ
ず
、
雄
略
朝
に
対
す
る
影
響
も
最
少
限
度
に
食
い

止
め
よ
う
と
し
た
た
め
と
恩
わ
れ
る
が
、
大
明
六
年
に
興
は
安
東
将

軍
の
官
記
を
贈
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
年
を
も
つ
て
安

康
天
皇
の
治
世
の
中
に
入
れ
な
い
説
に
は
従
い
難
い
。
な
お
大
朋
四

年
（
四
六
〇
年
）
一
二
月
の
遣
使
は
、
二
丁
倭
国
伝
に
「
済
死
世
子

興
遣
使
貢
献
」
と
あ
る
の
に
当
る
も
の
と
思
わ
れ
、
四
四
一
年
か
ら

安
康
天
皇
の
治
世
が
始
ま
っ
た
と
す
る
私
の
所
説
と
一
致
し
な
い
様

に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
逆
に
興
の
み
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
世

子
」
の
意
義
を
解
決
し
得
る
も
の
ぞ
あ
り
、
こ
の
遣
使
の
時
に
お
い

　
　
　
　
上
代
紀
年
に
明
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

て
は
、
た
と
え
允
恭
天
皇
は
崩
御
し
て
い
る
と
し
て
も
未
だ
安
康
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
は
即
位
さ
れ
て
い
な
か
つ

　
　
復
元
聾
　
　
　
　
た
も
の
表
わ
れ
輪
允
恭

四
六
一

四
四
八

四
四
三

四
三
八

四
〇
七

允
恭

反
正

心
中

仁
徳

入
貢
除
擾
年
次

磐
済

四
三
八
㊨
珍

四
三
〇

四
一
二

讃

天
皇
の
識
量
は
、
明
確
に
し

得
な
い
が
、
そ
の
崩
御
後
安

康
天
皇
の
世
子
時
代
が
、
そ

う
長
く
続
い
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
、
そ
の
崩
年
を

一
応
四
六
〇
年
と
し
て
お
く
。

大
明
六
年
の
記
纂
に
お
い
て

も
な
お
「
世
子
」
の
こ
字
が

冠
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
最
初
に
つ
け
た
語
が
、
そ

の
ま
ま
襲
用
さ
れ
た
と
解
す

れ
ば
よ
い
。

　
次
に
允
恭
天
皇
の
治
世
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
先
き
立
っ

て
爾
余
の
考
察
に
対
す
る
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
、
讃
・
珍
・
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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三
王
の
入
貢
除
授
年
次
と
、
こ
の
三
王
の
在
位
に
最
も
関
係
の
深
い

仁
徳
天
皇
か
ら
允
恭
天
皇
に
至
る
四
代
の
復
元
紀
年
と
の
対
比
表
を

示
せ
ば
前
頁
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
允
恭
天
皇
の
治
世
年
紀
で
あ
る
が
、
復
元
紀
年
に
よ
れ
ば
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
⑳

の
在
位
は
四
四
八
年
か
ら
四
六
一
年
に
至
る
闇
と
な
り
、
系
譜
・
譲

の
双
方
よ
り
一
致
す
る
済
の
最
初
の
遣
使
の
年
で
あ
る
四
四
三
年
置

そ
の
間
に
含
ま
れ
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
星
影
天
皇
の
治
世
を
史

実
的
な
位
置
に
置
く
た
め
に
は
、
復
元
紀
年
を
訂
正
し
て
少
く
と
竜

そ
の
治
世
を
四
四
三
年
ま
で
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が

た
め
反
正
天
皇
以
前
の
諸
天
皇
の
復
元
紀
年
も
順
次
繰
り
上
っ
て
行

く
訳
で
あ
る
が
、
い
ま
説
明
を
容
易
に
す
る
た
め
、
「
か
り
に
済
の
最

初
の
造
使
ぞ
あ
る
四
四
三
年
の
前
年
即
ち
四
四
二
年
を
允
恭
天
皇
の

元
年
と
し
て
、
仁
徳
天
皇
か
ら
反
正
天
皇
に
至
る
三
代
の
復
元
紀
年

を
訂
正
す
れ
ば
次
の
如
く
ぞ
あ
る
。

　
天
皇
名
　
　
、
　
　
元
　
年
　
　
　
　
　
崩
　
年

　
仁
徳
天
豊
　
　
　
　
四
〇
一
年
　
　
　
　
四
三
二
年

　
履
中
天
皇
　
　
　
　
四
三
二
年
　
　
　
　
四
三
七
年

　
反
正
天
皇
　
　
　
　
四
三
七
年
　
　
　
　
四
四
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

　
こ
の
年
紀
に
よ
れ
ば
、
珍
が
官
号
を
与
え
ら
れ
た
四
三
八
年
は
反

正
天
皇
の
年
紀
内
に
、
讃
が
修
貢
し
た
四
＝
一
年
・
四
二
一
年
・
四

二
五
年
は
、
仁
徳
天
皇
の
年
紀
内
に
そ
れ
ぞ
れ
入
る
こ
と
に
な
る
。

諦
の
上
か
ら
し
て
珍
が
反
正
天
碧
禦
仁
術
天
ぎ
此
適
し
得
る

の
は
多
く
の
先
学
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
表
の
史
実
性

は
充
分
儒
賦
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

　
勿
論
厳
密
に
雪
え
ば
、
四
四
二
年
を
以
っ
て
允
聖
天
畠
の
元
年
と

す
る
典
実
的
な
根
拠
は
な
い
訳
で
あ
り
、
讃
の
最
後
の
遣
使
の
年
で

あ
る
四
三
〇
年
か
ら
済
の
最
初
の
遣
使
の
年
で
あ
る
四
四
三
年
の
年

紀
内
に
お
い
て
、
し
か
も
反
正
天
皇
の
治
世
を
珍
の
遣
度
し
た
年
四

三
八
年
に
含
ま
せ
て
夏
中
・
反
正
両
天
皇
の
年
紀
を
構
成
す
る
方
法

は
、
四
三
〇
年
を
仁
徳
天
皇
の
連
年
と
す
る
場
合
と
四
四
三
年
を
反

正
天
皇
の
崩
年
と
す
る
場
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
な
お
外
に
古
例

算
え
る
こ
と
が
嵐
来
る
。
し
た
が
っ
て
上
記
の
年
紀
は
、
皮
実
的
な

年
紀
の
中
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、

反
正
天
皇
以
前
の
典
実
的
な
年
紀
を
得
る
た
め
に
は
、
八
年
（
仁
徳

天
皇
崩
年
を
四
三
〇
年
と
し
た
場
合
）
か
ら
五
年
（
反
正
天
皇
の
崩

年
を
四
四
三
年
と
し
た
…
場
合
）
の
範
骨
内
で
復
元
紀
年
を
繰
り
上
げ
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て
位
置
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
允
恭
天
皇
の
治
世
年
数
さ
え
訂
正
す

れ
ば
、
仁
徳
・
履
中
・
反
正
の
三
天
皇
の
復
元
治
世
年
数
に
よ
っ
て

充
分
奥
実
的
な
年
紀
を
組
み
得
る
こ
と
は
、
復
元
紀
年
に
示
さ
れ
た

治
世
年
紀
の
史
実
的
価
値
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

・
う
。　

次
に
応
神
天
皇
の
治
世
年
紀
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
も

は
や
基
準
と
も
な
る
べ
き
支
那
皮
料
も
存
在
し
な
い
か
ら
、
仁
徳
天

皇
以
下
の
諸
天
皇
の
場
合
に
お
い
て
行
っ
た
方
法
で
以
っ
て
は
解
決

出
来
な
い
。
そ
竜
そ
も
応
神
天
皇
の
年
紀
は
、
日
本
紀
年
再
構
成
の

基
準
と
し
て
、
従
来
か
ら
最
も
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
来
た
が
、
そ
の

考
証
に
際
し
て
、
既
往
の
学
者
が
例
外
な
く
従
っ
て
来
た
応
神
智
記

載
の
大
陸
関
係
記
事
と
大
陸
史
料
ど
の
比
較
に
よ
る
方
法
は
、
応
神

学
の
大
陸
関
係
記
事
そ
の
竜
の
が
究
極
的
に
は
、
復
元
紀
年
を
輿
料

と
し
て
成
立
し
た
書
紀
の
稿
本
に
後
置
的
に
附
加
さ
れ
た
竜
の
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
方
法
に
よ
る
応
神
天
皇
の
年
紀
考
証
は
、

方
法
論
的
に
い
っ
て
従
い
難
い
も
の
で
あ
る
。
記
、
註
干
支
ま
た
既
述

の
如
き
過
程
を
経
て
成
立
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も

勿
論
同
天
皇
の
年
紀
が
考
証
さ
れ
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
大
陸
典
料

　
　
　
　
上
代
紀
年
に
関
す
る
漸
研
究
（
笠
井
）

と
の
比
較
の
上
か
ら
鳴
神
天
皇
の
年
紀
を
考
証
す
る
と
す
れ
ば
、
古

事
記
応
神
天
皇
の
巻
に
、
我
が
国
本
来
の
所
伝
と
思
わ
れ
る
照
隠
王

の
記
事
が
あ
る
こ
と
、
及
び
書
紀
に
お
い
て
も
神
功
皇
后
紀
設
定
以

前
に
お
い
て
は
、
古
事
記
同
様
応
神
紀
の
中
に
非
議
王
の
記
載
が
含

ま
れ
て
い
た
と
の
推
察
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
同
天
皇
の
治
世
が
少

く
と
も
こ
の
王
即
ち
近
肖
聖
王
砂
治
世
と
並
行
す
る
で
あ
ろ
う
と
の

推
定
以
上
に
は
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
－
神
功
・
応
神
両
紀

に
樋
代
に
亙
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
百
済
王
の
即
位
・
累
年
の
記
事

は
、
原
書
紀
に
お
い
て
は
す
べ
て
応
神
・
仁
徳
両
天
皇
の
治
世
に
含

ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
肖
古
王
を
基
準
と
し
て
附
加
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
百
済
王
の
治
世
期
閥
と

両
天
皇
の
そ
れ
と
を
並
行
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
1
こ
れ

が
た
め
同
天
皇
の
治
世
年
紀
の
幅
に
関
し
て
は
、
復
元
紀
年
に
示
さ

れ
て
い
る
年
紀
即
ち
三
七
三
年
か
ら
四
〇
五
年
に
至
る
在
位
を
、
允

恭
天
皇
の
治
世
の
改
訂
に
と
も
な
っ
て
、
五
年
か
ら
八
年
の
範
囲
内

で
繰
り
上
げ
た
も
の
で
満
足
す
る
外
は
な
く
、
そ
れ
を
よ
り
科
学
的

に
検
証
訂
正
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
段
階
に
お
い
て
は
不
可
能
に
近

い
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
「
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笹
神
天
皇
の
年
紀
考
証
に
お
い
て
す
で
に
か
く
の
如
き
竜
の
で
毒
、

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
天
皇
の
年
紀
に
つ
い
て
は
、
復
元
紀
年

を
信
頼
す
る
こ
と
よ
り
外
に
方
法
の
な
い
こ
と
は
、
改
め
て
累
説
の

必
要
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
こ
こ
ぞ
特
に
指
摘
し
考
察
を
加
え
ね
ば

な
ら
ぬ
の
は
、
復
元
紀
年
に
お
い
て
は
崇
神
天
皇
元
年
が
三
〇
一
年

の
辛
酉
の
年
に
当
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
辛
酉
の
年
を
如
何

に
解
す
べ
き
か
、
即
ち
繊
緯
説
に
よ
る
作
為
と
見
る
べ
き
か
或
は
単

な
る
偶
然
の
一
致
と
見
る
べ
き
か
は
、
紀
年
論
の
立
場
の
み
な
ら
ず

我
が
古
代
史
解
明
上
重
要
な
岐
点
と
も
な
る
の
で
、
極
め
て
愼
重
を

期
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
い
ま
記
紀
の
安
神
天
皇
の
条
を
検
討
す

る
と
き
、
こ
の
天
皇
を
四
っ
て
第
一
代
の
天
皇
、
少
く
と
も
国
家
発

展
上
蓋
期
的
な
天
皇
と
す
る
古
伝
の
存
在
を
推
測
せ
し
め
る
条
件
が
、

あ
ま
り
に
も
よ
く
整
っ
て
い
る
の
ぞ
、
私
は
寧
ろ
そ
こ
に
多
少
の
作

為
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
ぞ
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
ま
つ
記
紀
を
検
し
て
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
両
書
と
竜
に
こ
の
天

皇
を
『
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
シ
シ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
』
と
呼
ん
で
い
る
こ
と

で
あ
る
。
書
紀
に
お
い
て
は
神
武
天
皇
に
対
し
て
も
こ
の
呼
称
を
附

し
て
い
る
が
、
古
事
記
に
お
い
て
は
然
ら
ず
、
荒
神
天
皇
に
の
み
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

の
称
呼
は
冠
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
書
記
に
お
い
て
は
、
こ
の
呼
称
に

対
す
る
宛
字
と
し
て
神
武
天
皇
に
は
「
始
駅
天
下
」
を
用
い
、
牛
神

天
皇
の
「
御
肇
国
」
に
比
し
て
明
か
に
進
ん
だ
思
想
を
表
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ざ
れ
ば
こ
の
称
呼
の
本
源
は
む
し
ろ
崇
神
天
皇
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
．

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
肥
後
和
男
博
士
は
、
最
近
『
ミ

マ
キ
イ
リ
ヒ
コ
の
肇
国
が
よ
り
深
い
歴
史
的
原
因
に
よ
っ
て
準
備
さ

れ
て
い
た
』
こ
と
を
説
か
れ
、
肇
国
者
と
し
て
の
崇
神
天
皇
の
位
置

を
重
視
し
て
い
る
の
は
極
め
て
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
。

　
次
に
か
く
の
如
く
崇
神
天
皇
と
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
シ
シ
ス
メ
ラ
ミ

コ
ト
」
と
の
深
い
関
連
を
念
頭
に
置
い
て
記
紀
の
避
溢
を
考
察
す
る

と
き
、
同
罪
を
堺
と
し
て
そ
の
前
後
の
余
り
に
も
相
違
し
た
記
載
体

例
が
注
意
さ
れ
て
来
る
ぞ
あ
ろ
う
。
こ
の
原
因
を
伝
承
の
欠
除
と
い

う
点
に
求
め
得
な
い
こ
と
も
あ
る
ま
い
が
、
し
か
し
元
来
伝
承
の
成

立
は
漸
進
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
が
如
き
際
だ
つ

た
栢
違
は
、
そ
れ
だ
け
の
説
明
ぞ
は
充
分
と
は
い
え
ま
い
。
現
に
伝

承
上
極
め
て
困
難
と
思
わ
れ
る
帝
紀
的
な
要
素
は
、
こ
の
闇
に
も
相

当
綿
密
に
記
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
以
上
私
は
、
崇
神
天
皇
元
年
辛
塗
方
を
江
島
革
命
説
に
よ
る
位
櫃
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づ
け
と
推
定
す
る
主
な
る
理
由
を
簡
単
に
述
べ
た
の
で
あ
痘
が
、
し

か
し
そ
う
し
た
紀
年
の
作
為
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
復
元
紀
年

、
を
通
覧
す
る
と
き
、
歴
代
天
皇
の
在
位
年
数
は
ほ
ぼ
恰
好
な
も
の
で

あ
り
、
崇
神
天
皇
の
一
七
年
と
い
う
の
も
ほ
ぼ
妥
当
な
数
字
な
の
で
、

そ
こ
に
大
し
た
治
世
の
延
長
乃
至
は
短
縮
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
そ
の
影
響
す
る
所
は
、
実
際
の
伝
承
よ
り
せ
い
ぜ
い
数
年
を

禺
ぞ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
私
は
、
復
元
紀
年
雷
神
天
皇
元

年
が
辛
酉
革
命
説
に
も
と
つ
く
位
置
づ
け
で
あ
る
に
し
て
も
、
天
皇

の
在
位
は
、
こ
の
三
〇
一
年
か
ら
允
恭
天
皇
の
場
合
に
生
じ
た
八
年

か
ら
五
年
の
範
囲
内
の
年
数
だ
け
繰
り
上
げ
た
年
紀
で
も
つ
て
基
準

と
し
、
そ
の
治
世
を
三
世
紀
末
か
ら
四
世
紀
初
頭
に
至
る
間
と
す
る

の
が
最
竜
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
従
来
二
神
天
皇
の
在
位
年
代
に
つ
い
て
は
、
外
国
史
料
に
よ
っ
て

考
定
さ
れ
た
応
神
天
皇
の
年
代
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
一
代
幾

年
と
い
う
平
均
年
数
に
よ
っ
て
逆
算
す
る
よ
り
外
に
適
当
な
方
法
が

な
く
、
そ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
在
世
年
代
を
略
≧
三
世
紀

の
中
葉
に
置
く
の
が
定
説
の
如
く
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
在
位
平
均
年
数
と
い
う
が
如
き
は
、
極
め
て
主
観
的
な
数
字

　
　
　
　
　
上
代
紀
年
に
旧
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
の
在
世
年
代
を
決
定
す
る
が
如
き

は
、
ま
こ
と
に
危
険
と
い
う
外
は
な
い
。
私
の
崇
神
天
皇
三
世
紀
末

乃
至
四
世
紀
初
頭
在
位
説
は
、
と
に
か
く
史
料
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ

た
結
果
で
あ
る
の
で
、
従
来
の
諸
説
に
比
し
て
一
層
の
信
頼
性
が
あ

る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。

　
い
ま
以
上
の
考
察
に
基
づ
い
て
崇
翠
霞
か
ら
雄
略
朝
に
至
る
訂
正

紀
年
を
算
禺
す
れ
ば
丈
末
の
蓑
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
允
恭
天
皇
以

前
の
諸
天
皇
に
記
載
さ
れ
て
居
る
点
線
は
、
玉
書
と
の
比
較
に
よ
り

允
恭
天
皇
の
年
紀
を
訂
正
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
る
ず
ズ
レ
の
範
囲

を
示
し
た
竜
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
各
天
皇
の
史
笑
的
な
年
紀
は
、

当
然
ζ
の
点
線
と
実
線
と
を
加
え
た
範
囲
内
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考

え
得
る
。
た
だ
崇
神
天
皇
の
場
合
に
お
い
て
は
、
上
述
し
た
如
く
、

復
原
紀
年
に
お
い
て
は
、
そ
の
元
年
を
辛
酉
革
命
説
に
よ
っ
て
位
置

づ
け
て
い
る
た
め
、
そ
こ
に
若
干
の
幅
を
も
た
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

九
結

瓢鷹口

以
上
私
は
、
従
来
多
く
の
先
単
が
紀
年
再
構
成
の
た
め
に
等
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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上
代
紀
年
に
、
関
す
を
薪
研
究
（
笠
弁
）

五五

西i左原

刺灘紀
崩崩

五
｝
六

五
〇
八

四
九
九

四
九
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四
九
一

四
五
七

四
五
四

四
四
〇

四
三
四

四
二
八

武
烈
豊

能
賢
崩

　
撫
子
干
支

（
乙
卯
）

五
三
五

（
丁
未
）

五
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甲
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允
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崩
　
　
四
五
四

反
正
崩
　
　
（
丁
丑
）

　
　
　
　
四
三
七

履
中
崩
　
（
王
申
）

　
　
　
　
四
三
二

仁
徳
崩

　
　
　
　
（
丁
卯
）

　
　
　
　
四
二
七

安
閑
崩

継
体
崩

雄
略
崩

復
元
紀
年

五
三
五

五
三
四

五
「
七

五
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〇

五
〇
二

五
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四
九
六

四
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四
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允
恭
崩

　
　
　
　
四
四
八

　
　
　
　
四
四
蕊

反
正
崩
　
　
四
三
八

履
申
崩

仁
徳
崩

安
閑
崩

継
体
崩

武
烈
声

喩
賢
崩

顕
宗
崩

清
三
崩

．
雄
賂
崩

安
擾
崩

允
三
崩

反
正
崩

履
中
崩

仁
徳
崩

訂
正
紀
年

四
九
六

四
六
三

四
六
一

四
六
〇

聴
路

安
優

四四四四四四
月計ニニ〇四
〇三五八〇三
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c
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仁　　　　　履反　　允
徳　　　　　中正　　恭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
里
ハ

従
わ
れ
て
来
た
那
珂
博
士
的
な
操
作
か
ら
全
く
離
れ
て
紀
年
を
考
究

し
た
結
果
、
や
や
見
る
べ
き
成
果
を
得
た
。
し
か
し
実
を
い
う
と
、

本
研
究
は
最
近
に
着
手
し
た
ば
か
り
ぞ
、
本
稿
の
如
き
も
研
究
途
上

の
中
問
的
報
告
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
論
旨
荒
削
に

し
て
ま
た
徹
底
を
欠
く
憾
み
の
あ
る
こ
と
は
卒
直
に
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
延
長
以
前
の
　
欝
弾
け
凶
8
亀
な
年
紀
の
検

風
の
み
な
ら
ず
、

　
ω
書
紀
の
空
白
年
次
を
除
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天
皇

の
治
世
年
数
に
関
し
て
、
書
紀
も
記
註
干
支
も
究
極
的
に
は
、
同
一

の
典
料
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。

－
ω
　
従
来
の
通
説
を
破
っ
て
、
崇
神
天
皇
の
在
位
年
紀
は
三
世
紀

末
か
ら
四
世
紀
初
頭
に
わ
た
っ
て
位
置
づ
け
る
二
と
が
最
も
妥
当
で

あ
る
ピ
と
が
証
明
さ
れ
、
更
に
そ
の
元
年
を
三
〇
一
年
の
辛
酉
の
年

に
当
て
た
史
料
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
天
皇
を
以
っ
て
第
ム
代

の
天
皇
と
す
る
所
伝
の
存
在
に
少
か
ら
ぬ
確
実
性
を
附
与
し
た
。

　
③
　
神
功
皇
后
紀
の
分
解
に
成
功
し
、
同
紀
が
神
功
皇
后
を
卑
弥

呼
に
比
定
す
る
た
め
に
新
し
く
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
の
、
同
紀
の

記
事
は
仲
哀
応
神
両
紀
よ
り
繰
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
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三
九
四

三
六
｝

三
五
三

三
四
六

三
二
三

三
〇
「

二
八
五

　
　
　
　
（
甲
午
）

応
神
事
　
　
一
二
九
四

聖
旨
崩

」
成
務
崩

景
行
崩

垂
仁
崩

捜も

神
崩

崇
神
元
年

要鐘
（
毛
蚕
）

三
…
八

応
三
崩

四
〇
五

三
七
三

　
　
　
　
三
六
六

仲
哀
崩

　
　
　
　
三
六
〇

成
務
崩

三
三
八

崇
神
元
傘
　
三
　
七

三
〇
「

二
神
崩

仲
哀
崩

成
務
崩

山
行
耳

垂
仁
孟

夏
神
罰

二
神
元
年

上
代
紀
年
K
関
す
る
新
研
究
（
笠
井
）

三四四
九〇〇
九〇二

圃◎四一．6◎■閣廟肩脚

賜
か
と
な
っ
た
。

　
等
々
は
、
今
後
日
本
古
代
史
を
解
明
す
る
上
に
、
さ
さ
や
か
な
が

ら
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
勿
論
本
問
題
は
、

こ
の
小
篇
に
よ
っ
て
研
究
を
完
了
し
た
の
で
は
な
く
、
上
述
し
て
来

た
種
々
の
稿
本
の
作
成
年
代
の
究
明
は
勿
論
、
対
大
陸
更
料
と
の
比

較
考
証
、
更
に
は
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
紀
年
よ
り
す
る
口
本
古
代
史

全
般
に
亙
っ
て
の
再
検
討
等
、
な
ほ
論
究
す
べ
き
問
題
は
山
積
し
て

い
る
。
し
か
し
こ
れ
等
に
つ
い
て
は
、
不
日
稿
を
改
め
て
論
及
し
た

い
と
思
う
。

＠＠＠＠＠o⑦＠＠＠
那
珂
通
世
『
上
世
年
紀
考
』
　
（
外
交
繹
史
所
収
）
。

菅
政
友
『
古
纂
記
年
紀
考
』
　
（
管
政
友
全
集
所
収
）
。

吉
田
東
伍
『
日
韓
古
史
断
』
。

星
野
恒
『
本
邦
上
世
紀
年
考
』
　
（
史
単
叢
説
第
一
集
）
。

原
勝
郎
『
日
本
書
紀
紀
年
考
』
　
（
日
本
申
世
史
所
収
）
。

太
田
亮
『
年
代
の
新
研
究
』
　
『
年
代
研
究
最
後
の
断
案
隠
　
（
日
本
古
代

史
新
研
究
所
収
）
．
、

橋
本
増
吉
『
東
洋
史
上
よ
り
観
た
る
日
本
上
古
史
研
究
』
　
（
邪
馬
台
国

論
考
）
。

末
松
保
和
『
欝
本
上
世
紀
年
考
』
　
（
青
丘
単
叢
第
一
三
暑
）
。
・

三
品
彰
英
『
増
補
上
世
年
紀
考
』
。

丸
山
二
郎
『
日
本
紀
年
論
批
判
』
。

四
七
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＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠⑳⑳

上
…
代
紀
年
に
関
す
る
漸
研
究
（
笠
井
）

森
組
人
『
研
本
紀
年
新
考
』
。

平
子
鐸
嶺
『
継
体
以
下
三
皇
紀
の
錨
簡
を
弁
ず
』
（
史
学
雑
誌
第
一
六

陰
欝
罪
山
山
・
第
り
七
賢
）
。

津
畷
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
下
、
二
三
五
頁
。

那
珂
遮
世
『
応
神
隠
皇
の
御
代
』
　
（
前
掲
書
所
収
）
。

菅
政
友
　
前
掲
論
文
。

原
勝
郎
　
前
掲
論
文
。

池
内
宏
『
臼
本
上
代
史
の
一
研
究
』
。

前
国
直
典
『
応
神
天
皇
と
い
ふ
時
代
』
（
オ
リ
エ
ン
タ
リ
カ
r
）
。

那
珂
通
忙
　
前
掲
論
文
四
五
三
頁
。

福
山
敏
男
『
石
上
神
宮
の
七
支
刀
』
　
（
美
術
研
究
一
五
八
号
）
。

応
神
天
皇
の
崩
年
と
允
恭
天
皇
の
崩
年
．
に
お
い
て
原
書
と
記
註
干
麦
と

が
一
毒
し
て
い
る
こ
と
は
、
　
前
者
に
つ
い
て
は
津
田
　
（
「
日
本
古
典
の

研
究
」
上
）
・
武
岡
（
古
事
紀
研
究
帝
詑
考
）
・
横
田
（
京
大
日
本
史

「
日
本
の
黎
明
」
）
の
誇
氏
が
、
訴
の
上
か
ら
こ
の
天
皇
を
堺
に
し
て

そ
の
前
後
の
間
に
碧
し
い
相
違
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
、

後
星
偏
に
つ
い
て
は
、
辛
酉
箪
命
、
・
説
に
よ
る
紀
一
年
延
寝
一
が
允
恭
朝
以
舗
隅
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
あ
は
す
べ
き
で
あ
る
。

当
年
二
元
法
に
よ
る
記
註
干
交
の
反
正
天
皇
崩
御
年
次
が
、
原
紀
の
そ

れ
に
比
べ
て
三
年
繰
上
っ
て
い
る
こ
と
は
、
允
恭
天
皇
の
治
世
年
数
で

は
、
四
年
の
差
と
な
っ
て
表
わ
れ
て
来
る
。
継
体
天
皇
の
崩
年
は
、
原

紀
に
比
し
七
年
繰
り
上
っ
て
い
る
が
、
安
閑
天
皇
は
継
体
天
皇
よ
り
護

位
さ
れ
て
即
位
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
七
年
の
必
左
が
、
そ
の
ま
ま
安
閑

天
皇
の
治
世
年
漁
燃
差
と
な
る
。

允
恭
天
皇
の
崩
年
後
直
ち
に
安
康
天
皇
が
即
位
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に

⑳⑳⑳⑳⑳

四
八

つ
い
て
、
橋
本
博
士
は
「
臼
本
欝
紀
に
よ
る
と
穴
穂
皇
子
撃
ち
安
康
天

皇
は
ま
つ
太
子
を
霞
殺
せ
し
め
て
皇
位
に
登
り
、
つ
い
で
謹
を
信
じ
て

無
纂
の
大
草
香
皇
子
を
殺
し
、
蹴
逐
に
大
晶
山
香
皇
子
の
子
雪
輪
王
に
斌
せ

ら
れ
給
い
し
竜
の
と
徴
へ
て
る
る
の
で
あ
サ
、
穴
穂
皇
子
の
即
位
に
は

種
々
複
雑
な
事
情
が
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
史
学
第

九
巻
篤
q
四
号
二
山
ハ
頁
）
。

朱
書
　
　
　
　
　
　
梁
書

［
野
興

　
　
　
－
武
　
　
　
　
　
　
　
一
武

済
は
允
晶
恭
天
皇
の
緯
「
ヲ
ア
サ
ッ
マ
ワ
カ
コ
」
の
「
ツ
」
の
写
立
属
、
或

は
「
サ
」
の
音
写
と
考
え
る
説
も
あ
る
が
、
私
は
済
の
宇
に
は
舟
の
と

ま
り
場
、
わ
た
し
の
意
が
あ
っ
て
、
国
語
ッ
（
津
）
と
同
義
語
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
意
味
で
こ
の
字
を
当
て
た
も
の
と
襲
う
。

反
正
天
皇
の
詠
は
「
ミ
ヅ
ハ
ワ
ケ
」
で
あ
る
が
、
｛
木
誰
只
の
「
珍
」
が
正

し
い
と
す
れ
ば
、
瑞
（
ミ
ズ
）
の
意
味
を
珍
の
宇
で
表
わ
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
竜
し
「
弥
」
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
一
二
の
写
音
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

仁
徳
天
皇
の
詠
は
「
オ
ホ
サ
サ
ギ
」
で
あ
り
、
「
讃
」
は
「
サ
」
の
写

音
で
あ
る
こ
乏
は
、
学
者
の
一
致
バ
す
る
見
解
で
あ
る
。

肥
後
和
男
『
神
武
天
皇
』
一
七
一
頁
。

か
か
る
考
え
方
は
す
で
に
「
大
和
三
星
時
代
の
一
考
察
」
　
（
出
潮
昭
和

十
年
二
。
三
夢
）
に
お
い
て
発
表
さ
れ
て
い
る

［
r
興

（　356　）


